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（システム関連図）

報告書類 電子データ

（暗号化形式）

　（知事登録業者） （大臣登録業者）
報告書類 電子データ（暗号化形式）

※事業実績等報告より
　 ＣＤ－ＲＯＭ等電子媒体による本省送付

　　事業実績等の報告については、不動産の鑑定評価に関する法律第２８条に
より年に一回、国土交通大臣又は都道府県知事に提出することが義務づけら
れており、報告書等については国土交通省が提供するシステムを使用して作
成します。

事業実績等の報告について

都道府県知事登録鑑定業者（２以上事務所）
国土交通大臣登録鑑定業者

地方整備局等

都道府県知事登録鑑定業者
（単独事務所）

都道府県

事業実績報告集計システム
（都道府県用）

事業実績報告作成システム
（総括用）

事業実績報告集計システム
（地方整備局等用）

＜知事登録鑑定業者＞ ＜国土交通大臣登録鑑定業者＞

事業実績報告作成システム
（１事務所用） 事業実績報告作成システム

（２以上事務所用）

《①各事務所別に作成》

《②①で作成したデータをまとめる》

国土交通省本省

＜知事登録鑑定業者＞ ＜国土交通大臣登録鑑定業者＞

事業実績報告総合管理システム
（本省用）

提出
提出

提出

ＨＰで集計結果の公表

事業実績報告作成システム
（２以上事務所用）


